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協議会の進め方について

1. これまでの振り返り

■実施施策

■施策の推進体制

２. 計画策定の方向性

■スケジュール
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 地域公共交通計画は、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づく法定計画であり、地域にとって
望ましい地域旅客運送サービスの姿を明らかにするマスタープランとしての役割を果たすものとされている。

 本市においては、交通政策の基本的な指針となる都市交通基本計画について現在、改定に向けた検討を進めてお
り、地域公共交通計画における基本的な考え方（目標像・方針・施策等）は、これを踏襲し、必要な記載項目を一
部追加することで、地域公共交通計画の策定を行う。

 全国的に地域公共交通を取り巻く環境は、今後、より一層厳しくなるものと予想されており、その対応として、国によ
る支援制度の新設・拡充や、各交通事業者等における新たな取り組みの検討等が想定される。計画策定後につい
ても、様々な状況の変化に応じて、柔軟に対応できるよう、適宜、見直しの検討を行っていく。

（参考：R6年度 第1回協議会説明資料 抜粋）

図‐計画の策定イメージ

都市交通基本計画

目標像
施策の基本方針
主な施策

・連節バス導入
・自動運転
・脱炭素化 など

成果指標

目標像
施策の基本方針
実施施策

・連節バス導入
・自動運転
・脱炭素化 など

成果指標

地域公共交通計画

踏 襲

踏 襲

踏 襲

一部具体化
（実施主体等）

 本市交通政策の基本的な指針である都市交通基本計画の改定にあわせ、関係者が共働・連携し、取り組む施策を体系的
にまとめた「福岡市地域公共交通計画」の策定（令和７年予定）を目指し、昨年度計２回協議会を実施。

資料３

（参考）R6年度 第２回協議会での主な意見
・各年度の取組実績など、進捗状況をフォローアップを行っていくことは重要。
・各施策の推進に向け、誰がどのように関わっていくのか具体化した方が良いのでは。 など

 交通政策の基本的指針となる「福岡市都市交通基本計画」の目標像実現に向け、掲げられた成果指標の達成を目指
し、行政、交通事業者、市民・企業・エリアマネジメント団体等が共働・連携し、取り組む施策を体系的にまとめたもの。

 本計画のもと、関係者からなる「福岡市地域公共交通計画協議会」において、共通認識を深め、連携強化を図りながら、
一体的な施策の推進や進捗管理を行う。

■計画の位置づけ・役割

 



・地域公共交通計画に位置付けた施策の具体的な取組みについて、関係者間で調整し整理。

・取組み内容、実施主体、時期、課題、成果等を共有し、関係者間の連携を強化を図る。

STEP１ 取組み整理 協議会で整理・共有

・個別の取組みについては、より具体的な検討や調整が必要となることから、実施主体や関係者において、

検討・調整の深度化を図る。

R６年度 R７年度 R８年度以降

施策 取組み項目 実施主体 実施時期 課題 これまでの取り組み
（今年度の取り組み中心）

今後の予定(目標)
（翌年度の取組みを中心に）

前期 中期 後期

【1-1】
幹線・フィーダー
化の推進

【取組①】
○○○・・・

交通事業者、市 ○○○・・・ ○○○・・・ ○○○・・・

【取組②】
○○○・・・

交通事業者、道路
管理者、市

○○○・・・ ○○○・・・ ○○○・・・

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

【1-2】
交通結節機能の
充実強化

【取組③】
○○○・・・

交通事業者、市 ○○○・・・ ○○○・・・ ○○○・・・

【取組④】
○○○・・・

交通事業者 、市 ○○○・・・ ○○○・・・ ○○○・・・

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

▼R7第１回協議会
（協議会の進め方等）

STEP２ 検討・調整の深度化

STEP3 施策の実施

※施策実施にあたって、補助活用等、
計画記載の追記・変更が必要なもの

取組み照会

▼STEP4 進捗確認・フォローアップ

▼STEP2.5 地公計画の追記・変更（承認）

▼STEP１ 取組み整理（次年度以降）

実績照会

取組み照会

STEP２ 検討・調整の深度化

STEP2.5 地公計画の追記・変更

・施策を推進していくため、計画への追記や記載の変更等が必要となる取組については、

検討・調整が整った事項について、協議会で承認のうえ、計画への追記・変更を実施。

STEP3 取組みの実施

・実施主体や関係者間で検討・調整が整った取組みについては、適宜、取組みを実施。

STEP4 取組みの進捗確認・成果指標のフォローアップ

・取組み毎の進捗状況や取組み効果、成果指標等を関係者で確認し、フォローアップを実施。

・情報共有等によるやノウハウの共有や更なる連携の強化を図る。

協議会の進め方概要

■協議会の進め方フロー

■STEP1取組み整理 イメージ

■今後のスケジュール

協議会で整理・共有

協議会で整理・共有

実施主体で個別調整

実施主体で個別調整

STEP1で整理 STEP４でフォローアップ

実施主体で個別調整

実施主体で個別調整

協議会で整理・共有

協議会で整理・共有

協議会で整理・共有

３．協議会の進め方
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▼STEP１ 取組み整理（一覧共有）

協議会で整理・共有

▼R7第２回協議会
（取組みのフォローアップ）

〇 協議会では、施策の取組み内容や実施主体、時期、課題等を具体化し共有するとともに、
取組み毎の進捗状況や取組み効果、成果指標等を関係者間でフォローアップを行い、
連携強化と施策の推進を図っていく。

〇 また、施策推進のため、必要に応じて、計画への追記・変更を行っていく。

※ 個別の取組みの推進については、より具体的な検討や調整が必要になることから、実施
主体や関係者間で個別調整を行い、検討・調整の深度化や取組みの実施を行っていく。

・課題解決に向けた検討・調整が円滑に進むよう、
様々な立場の委員からの意見・議論を期待。

以降、協議会を定期開催
※開催時期は、毎年度末を想定しているが、

必要に応じて追加開催も検討

協議会の進め方について
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